
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
四
号
（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出
）
の
取
消
し 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

一

〇
建
設
業
者
の
不
正
行
為
等
に
対
す
る
監
督
処
分
の
基
準
の
一
部
改
正 

（
事
業
管
理
課
）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
三
八
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

二

〇
宮
城
県
美
術
館
特
別
展
「
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
美
術
館
所
蔵
ピ
カ
ソ
と
二
十
世
紀

　

美
術
の
巨
匠
た
ち
」
に
係
る
前
売
観
覧
料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
教
育
庁
生
涯
学
習
課
）　

　

九

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
〇

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則 

一
〇

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

　

平
成
二
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
四
号
（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

廃
止
の
届
出
）
を
取
り
消
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
号

　

県
営
川
崎
東
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
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事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
一
〇
七
〇

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

パ
ル
三
居
沢

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
字

三
居
沢
十
二－

一

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型 

設
置
者
名

仙
台
市

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
五
一
〇
〇
九
八
一

設　
置　
者　
名

株
式
会
社
チ
ャ
レ
ン

ジ
ド
ジ
ャ
パ
ン

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
チ
ャ
レ
ン
ジ
ド

ジ
ャ
パ
ン
「
ひ
ゅ
ー
ま
に
あ

せ
ん
だ
い
」

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

五
番
二
十
二
号　

管
工
事
会

館
六
階

株
式
会
社
チ
ャ
レ
ン
ジ
ド

ジ
ャ
パ
ン
「
ひ
ゅ
ー
ま
に
あ

せ
ん
だ
い
」

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

五
番
二
十
二
号　

管
工
事
会

館
三
階

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日



八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称　
　

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

川
崎
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

　

平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号
（
建
設
業
者
の
不
正
行
為
等
に
対
す
る
監
督
処
分
の
基
準
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
不
正
行
為
等
が
行
わ
れ
た
も
の
か
ら

適
用
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
三
号
１
の�
中
「
含
む
。）
又
は
」
を
「
含
む
。）、」
に
改
め
、「
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責

任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
履
行
確
保
法
」
と
い
う
。）
第
三
条

第
六
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
十
条
」
を
加
え
る
。

　

第
三
号
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
�
　

履
行
確
保
法
違
反

�
　

履
行
確
保
法
第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
当
該
指
示
処
分
に

従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の

期
間
は
、
十
五
日
以
上
と
す
る
。

�
　

履
行
確
保
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、
指
示
処
分
を
行
う
こ
と

と
す
る
。
当
該
指
示
処
分
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
機
動
的
に
営
業
停
止
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
営
業
停
止
の
期
間
は
、
七
日
以
上
と
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

釜
谷
大
須
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

　

登
米
市
か
ら
迫
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
墓
園

　

２　

名
称　

一
号　

佐
沼
墓
地

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

　

登
米
市
か
ら
迫
都
市
計
画
、
登
米
都
市
計
画
、
豊
里
都
市
計
画
及
び
津
山
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日
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変　

更　

の　

区　

間

石
巻
市
雄
勝
町
桑
浜
字
羽
坂
六
四
番
一
地
先
か
ら

同
市
同
町
桑
浜
字
羽
坂
七
三
番
二
地
先
ま
で

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
立
浜
一
〇
番
三
地
先
か
ら

同
市
同
町
立
浜
字
立
浜
一
六
番
二
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

六
・
〇
〜 
七
・
八

　

六
・
七
〜

 

一
三
・
一

　

五
・
五
〜 
七
・
六

　

六
・
四
〜 
九
・
一

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

　
 

五
三
・
〇

　
 

五
三
・
〇

 

一
一
〇
・
〇

 

一
一
〇
・
〇



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
道
路

２　

名
称　

三
・
四
・
三
号　

梅
ノ
木
平
柳
線
、
三
・
四
・
四
号　

豊
里
駅
前
線
、
三
・
四
・
六
号　

柳
津
駅
前
線
、

三
・
五
・
一
一
号　

梅
ノ
木
駒
牽
線
、
三
・
五
・
一
二
号　

萩
洗
平
柳
線
、
三
・
五
・
一
三
号　

梅
ノ
木

駒
牽
線
、
三
・
五
・
一
七
号　

新
田
町
線
、
三
・
六
・
二
一
号　

寺
池
横
丁
線
、
七
・
五
・
一
号　

川
原

毛
舘
線
、
七
・
六
・
二
号　

萩
洗
線
、
七
・
六
・
三
号　

飯
島
線
、
七
・
六
・
四
号　

川
原
毛
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

　

登
米
市
か
ら
迫
都
市
計
画
及
び
豊
里
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

２　

名
称　

迫
町
東
佐
沼
土
地
区
画
整
理
事
業
、
迫
町
南
佐
沼
土
地
区
画
整
理
事
業
、
迫
町
梅
ノ
木
土
地
区
画
整
理

事
業
、
迫
町
萩
洗
土
地
区
画
整
理
事
業
、
中
田
町
加
賀
野
土
地
区
画
整
理
事
業
、
豊
里
町
赤
生
津
土
地
区

画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

　

登
米
市
か
ら
迫
都
市
計
画
及
び
豊
里
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
公
園

２　

名
称　

二
・
二
・
一
号　

錦
公
園
、
二
・
二
・
二
号　

中
江
東
公
園
、
二
・
二
・
三
号　

中
江
西
公
園
、
二
・

二
・
四
号　

中
江
南
公
園
、
二
・
二
・
五
号　

南
佐
沼
公
園
、
二
・
二
・
六
号　

梅
ノ
木
一
号
公
園
、

二
・
二
・
七
号　

梅
ノ
木
二
号
公
園
、
二
・
二
・
八
号　

梅
ノ
木
三
号
公
園
、
二
・
二
・
九
号　

梅
ノ
木

四
号
公
園
、
二
・
二
・
一
〇
号　

萩
洗
一
号
公
園
、
二
・
二
・
一
一
号　

萩
洗
二
号
公
園
、
二
・
二
・
一

二
号　

な
か
よ
し
公
園
、
二
・
二
・
一
三
号　

仲
の
松
公
園
、
三
・
三
・
一
号　

佐
沼
公
園
、
三
・
三
・

二
号　

大
東
公
園
、
三
・
三
・
三
号　

中
江
中
央
公
園
、
三
・
三
・
四
号　

梅
ノ
木
公
園
、
三
・
三
・
五

号　

萩
洗
公
園
、
三
・
三
・
六
号　

か
が
の
公
園
、
四
・
三
・
一
号　

鹿
ヶ
城
公
園
、
四
・
三
・
二
号　

花
の
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

　

登
米
市
か
ら
豊
里
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
学
校

　

２　

名
称　

一
号　

豊
里
中
学
校

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

　

登
米
市
か
ら
迫
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
火
葬
場

　

２　

名
称　

一
号　

登
米
市
斎
場

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

　

登
米
市
か
ら
迫
都
市
計
画
、
東
和
都
市
計
画
、
登
米
都
市
計
画
、
豊
里
都
市
計
画
、
津
山
都
市
計
画
及
び
若
柳
都
市
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計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

登
米
都
市
計
画
下
水
道

２　

名
称　

迫
川
広
域
公
共
下
水
道
、
登
米
市
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
川
東
都
市
下
水
路
、
川
西
都
市
下
水

路

　

３　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
下
水
道

　

４　

名
称　

登
米
市
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
号

　

栗
原
市
か
ら
鶯
沢
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

鶯
沢
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

二
・
二
・
一
号　

柳
沢
公
園

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

　

栗
原
市
か
ら
築
館
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
火
葬
場

　

２　

名
称　

一
号　

く
り
は
ら
斎
苑

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

　

栗
原
市
か
ら
築
館
都
市
計
画
及
び
若
柳
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

宮
野
土
地
区
画
整
理
事
業
、
若
柳
町
川
南
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
、
新
堤
下
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

　

栗
原
市
か
ら
若
柳
都
市
計
画
及
び
栗
駒
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
公
園

２　

名
称　

二
・
二
・
一
号　

川
南
一
号
公
園
、
二
・
二
・
二
号　

川
南
二
号
公
園
、
二
・
二
・
三
号　

つ
る
が
公

園
、
四
・
四
・
一
号　

館
山
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

　

栗
原
市
か
ら
鶯
沢
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

鶯
沢
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
五
・
三
号　

原
佐
野
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

　

栗
原
市
か
ら
築
館
都
市
計
画
、
若
柳
都
市
計
画
及
び
栗
駒
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
道
路

２　

名
称　

三
・
四
・
三
号　

一
迫
南
線
、
三
・
四
・
四
号　

桜
町
線
、
三
・
四
・
五
号　

川
北
線
、
三
・
四
・
六

号　

町
浦
中
田
線
、
三
・
四
・
一
〇
号　

我
門
橋
元
線
、
三
・
四
・
一
一
号　

新
山
福
岡
線
、
三
・
五
・

一
五
号　

駅
前
大
通
線
、
三
・
五
・
一
六
号　

小
山
内
沢
線
、
三
・
五
・
二
〇
号　

四
日
町
馬
場
通
り
線
、

三
・
六
・
二
二
号　

岩
ヶ
崎
駅
前
線
、
七
・
六
・
一
号　

若
柳
駅
元
町
線
、
七
・
六
・
二
号　

上
町
下
町

線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

　

栗
原
市
か
ら
築
館
都
市
計
画
、
若
柳
都
市
計
画
、
栗
駒
都
市
計
画
及
び
鶯
沢
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

栗
原
都
市
計
画
下
水
道

２　

名
称　

栗
原
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道
、
栗
原
市
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
伊
豆
野
都
市
下
水

路
、
古
川
都
市
下
水
路
、
岩
ヶ
崎
都
市
下
水
路

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

　

大
崎
市
か
ら
古
川
都
市
計
画
、
鹿
島
台
都
市
計
画
及
び
岩
出
山
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路

２　

名
称　

三
・
四
・
五
号　

稲
葉
福
沼
線
、
三
・
三
・
六
号　

福
浦
福
沼
線
、
三
・
四
・
八
号　

駅
南
大
通
線
、

三
・
四
・
九
号　

新
幹
線
東
線
、
三
・
五
・
一
〇
号　

大
柿
線
、
三
・
五
・
一
一
号　

大
柿
第
二
線
、

三
・
四
・
一
三
号　

駅
前
一
号
線
、
三
・
四
・
一
五
号　

駅
前
三
号
線
、
三
・
四
・
一
七
号　

李
埣
新
田

線
、
三
・
四
・
一
八
号　

神
田
線
、
三
・
三
・
一
九
号　

小
泉
古
川
線
、
三
・
三
・
二
〇
号　

稲
葉
小
泉

線
、
三
・
四
・
二
一
号　

福
浦
小
泉
線
、
三
・
四
・
二
二
号　

稲
葉
塚
目
線
、
三
・
四
・
二
四
号　

善
並

田
公
園
線
、
三
・
五
・
三
〇
号　

元
鹿
島
台
線
、
三
・
五
・
三
一
号　

長
根
広
長
線
、
三
・
五
・
三
二
号 

長
根
西
銭
神
線
、
三
・
四
・
三
四
号　

岩
出
山
駅
前
線
、
三
・
四
・
三
七
号　

岩
出
山
中
央
線
、
七
・

六
・
一
号　

福
沼
一
号
線
、
七
・
六
・
二
号　

大
豆
坂
地
蔵
線
、
八
・
五
・
一
号　

福
沼
二
号
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

　

大
崎
市
か
ら
古
川
都
市
計
画
、
鹿
島
台
都
市
計
画
、
岩
出
山
都
市
計
画
及
び
鳴
子
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の

送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
公
園

２　

名
称　

二
・
二
・
一
号　

前
田
町
公
園
、
二
・
二
・
二
号　

上
古
川
公
園
、
二
・
二
・
三
号　

三
日
町
公
園
、

二
・
二
・
四
号　

駅
南
一
号
公
園
、
二
・
二
・
五
号　

駅
南
二
号
公
園
、
二
・
二
・
六
号　

高
谷
地
公
園
、
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二
・
二
・
七
号　

大
宮
公
園
、
二
・
二
・
八
号　

上
戸
公
園
、
二
・
二
・
九
号　

浦
小
路
児
童
公
園
、

二
・
二
・
一
〇
号　

東
川
原
町
公
園
、
二
・
二
・
一
一
号　

車
湯
児
童
公
園
、
二
・
二
・
一
二
号　

東
鳴

子
公
園
、
三
・
三
・
一
号　

諏
訪
公
園
、
三
・
三
・
二
号　

前
迫
公
園
、
三
・
三
・
三
号　

有
備
館
の
森

公
園
、
四
・
三
・
一
号　

荒
雄
公
園
、
四
・
四
・
二
号　

城
山
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

　

大
崎
市
か
ら
鳴
子
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
緑
地

　

２　

名
称　

三
号　

鳴
子
温
泉
江
合
川
緑
地

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
号

　

大
崎
市
か
ら
古
川
都
市
計
画
、
鹿
島
台
都
市
計
画
、
岩
出
山
都
市
計
画
及
び
鳴
子
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の

送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
下
水
道

２　

名
称　

大
崎
市
公
共
下
水
道
、
大
崎
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道
、
大
崎
市
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
、
下
川

原
都
市
下
水
路
、
二
ノ
構
都
市
下
水
路
、
鳴
子
都
市
下
水
路

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

　

大
崎
市
か
ら
古
川
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
汚
物
処
理
場

　

２　

名
称　

一
号　

大
崎
広
域
中
央
桜
ノ
目
衛
生
セ
ン
タ
ー
、
二
号　

大
崎
広
域
中
央
師
山
衛
生
セ
ン
タ
ー

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

　

大
崎
市
か
ら
古
川
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場

　

２　

名
称　

一
号　

大
崎
広
域
中
央
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

　

大
崎
市
か
ら
古
川
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
ご
み
処
理
場

　

２　

名
称　

一
号　

大
崎
広
域
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

　

大
崎
市
か
ら
鳴
子
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
火
葬
場

　

２　

名
称　

一
号　

大
崎
広
域
玉
造
斎
場

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

　

大
崎
市
か
ら
古
川
都
市
計
画
、
岩
出
山
都
市
計
画
及
び
鳴
子
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

古
川
駅
南
土
地
区
画
整
理
事
業
、
古
川
駅
前
土
地
区
画
整
理
事
業
、
古
川
市
福
沼
土
地
区
画
整
理
事
業
、

古
川
駅
東
土
地
区
画
整
理
事
業
、
岩
出
山
町
東
川
原
土
地
区
画
整
理
事
業
、
赤
湯
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

　

大
崎
市
か
ら
古
川
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

　

２　

名
称　

古
川
市
台
町
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

　

加
美
町
か
ら
中
新
田
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
五
・
一
〇
五
号　

矢
越
赤
塚
線
、
三
・
五
・
一
〇
六
号　

城
内
一
本
杉
線
、
三
・
五
・
一
〇
七
号

西
町
沖
線
、
三
・
五
・
一
〇
八
号　

町
浦
公
園
線
、
三
・
四
・
一
〇
九
号　

一
本
杉
雁
原
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

　

加
美
町
か
ら
中
新
田
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

加
美
町
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

　

加
美
町
か
ら
中
新
田
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

三
・
三
・
一
〇
一
号　

西
田
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
号

　

加
美
町
か
ら
中
新
田
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場

　

２　

名
称　

一
〇
一
号　

大
崎
広
域
西
部
加
美
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
一
号

　

加
美
町
か
ら
中
新
田
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
汚
物
処
理
場

　

２　

名
称　

一
〇
一
号　

大
崎
広
域
六
の
国
汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
号

　

涌
谷
町
か
ら
涌
谷
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
三
〇
三
号　

中
島
河
原
町
線
、
三
・
四
・
三
〇
六
号　

新
町
本
町
線
、
三
・
四
・
三
〇
七
号

上
築
桜
町
線
、
三
・
五
・
三
〇
八
号　

蔵
人
沖
名
上
町
線
、
三
・
四
・
三
〇
九
号　

築
道
洞
ヶ
崎
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
号

　

涌
谷
町
か
ら
涌
谷
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

二
・
二
・
三
〇
一
号　

浅
貞
山
公
園
、
三
・
三
・
三
〇
一
号　

涌
谷
中
央
公
園
、
三
・
三
・
三
〇
二
号

城
山
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
号

　

涌
谷
町
か
ら
涌
谷
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

涌
谷
町
公
共
下
水
道
、
涌
谷
第
一
都
市
下
水
路
、
涌
谷
第
二
都
市
下
水
路

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
号

　

涌
谷
町
か
ら
涌
谷
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場

　

２　

名
称　

三
〇
一
号　

大
崎
広
域
東
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
号

　

涌
谷
町
か
ら
涌
谷
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
汚
物
処
理
場

　

２　

名
称　

三
〇
一
号　

大
崎
広
域
東
部
衛
生
セ
ン
タ
ー

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
号

　

美
里
町
か
ら
小
牛
田
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
五
・
二
〇
六
号　

西
原
線
、
三
・
六
・
二
〇
八
号　

山
の
神
線
、
三
・
四
・
二
一
一
号　

駅
東
線
、

三
・
四
・
二
一
二
号　

駅
東
不
動
堂
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
号

　

美
里
町
か
ら
小
牛
田
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

三
・
三
・
二
〇
一
号　

小
牛
田
公
園
、
三
・
四
・
二
〇
二
号　

蜂
谷
森
公
園
、
二
・
二
・
二
〇
一
号　

素
山
公
園
、
二
・
二
・
二
〇
二
号　

牛
飼
公
園
、
二
・
二
・
二
〇
三
号　

志
賀
公
園
、
二
・
二
・
二
〇
四

号　

小
牛
田
駅
前
公
園
、
二
・
二
・
二
〇
五
号　

北
浦
公
園
、
二
・
二
・
二
〇
六
号　

鶴
頭
公
園
、
二
・

二
・
二
〇
七
号　

峯
山
公
園
、
二
・
二
・
二
〇
八
号　

駅
東
一
号
公
園
、
二
・
二
・
二
〇
九
号　

駅
東
二

号
公
園
、
二
・
二
・
二
一
〇
号　

駅
東
三
号
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号

　

美
里
町
か
ら
小
牛
田
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

美
里
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道
、
山
根
堀
都
市
下
水
路

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
号

　

美
里
町
か
ら
小
牛
田
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

大
崎
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

駅
前
土
地
区
画
整
理
事
業
、
小
牛
田
町
小
牛
田
駅
東
部
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
美
術
館

特
別
展
「
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
美
術
館
所
蔵
ピ
カ
ソ
と
二
十
世
紀
美
術
の
巨
匠
た
ち
」
に
係
る
前
売
観
覧
料
の
徴
収
事
務
を

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
一
丁
目
五
番
三
十
三
号

　
　

株
式
会
社
宮
城
テ
レ
ビ
放
送

　
　

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
四
丁
目
二
番
地
の
二
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み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

地
方
職
員
共
済
組
合
宮
城
県
支
部

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
一
日
ま
で

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五－

二
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
五
（
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
五
号
中
「
及
び
休
日
」
の
下
に
「
並
び
に
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項
又
は
学
校
職

員
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
職
員
勤
務
時
間
条

例
第
十
条
の
四
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指

定
さ
れ
た
日
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会

 

委

員

長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三－

五
十
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
の
大
学
卒
の
欄
第
六
号
中�
を
削
り
、�
を�
と
し
、�
を�
と
し
、�
を�
と
す
る
。

　

別
表
第
六
の
チ
の
表
備
考
第
三
項
中
「第

21   条
第
３
号

」
を
「第

21   条
第
４
号

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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